
平
成
二
十
年
十
月
九
日
提
出

質
問
第
一
〇
三
号

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
廃
止
に
伴
う
保
険
料
や
税
金
の
増
減
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
廃
止
に
伴
う
保
険
料
や
税
金
の
増
減
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

政
府
は
、
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
導
入
で
国
保
世
帯
の
六
九
％
で
保
険
料
が
軽
減
。
さ
ら
に
、
平
成
二
〇
年
度
の
軽

減
対
策
に
よ
っ
て
、
こ
の
割
合
は
七
五
％
と
な
る
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
国
保
の
み
の
数
字
で
あ
る
。
被
用
者
保

険
の
加
入
者
も
含
め
て
、
七
五
歳
以
上
の
高
齢
者
全
体
で
何
％
の
高
齢
者
の
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
る
の
か
。

二

七
五
歳
以
上
の
被
用
者
保
険
被
扶
養
家
族
は
何
人
か
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
負
担
増
と
な
る
の
は
何
人
か
。

三

七
五
歳
以
上
の
被
用
者
保
険
加
入
者
本
人
は
何
人
か
。
そ
の
う
ち
何
人
が
負
担
増
と
な
る
か
。

四

保
険
料
が
天
引
き
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
保
険
料
の
控
除
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
、
結
果
的
に
増
税
に
な
る
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
「
天
引
き
増
税
」
で
、
お
お
よ
そ
半
数
く
ら
い
の
七
五
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
で
増
税
に
な
る
と
思
わ
れ
る

が
、
政
府
と
し
て
は
、
「
天
引
き
増
税
」
で
、
何
割
く
ら
い
の
世
帯
が
増
税
に
な
る
と
推
定
し
て
い
る
か
。

五

ま
た
、
「
天
引
き
増
税
」
は
年
間
五
〇
〇
〇
円
く
ら
い
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
は
、
「
天
引
き
増
税
」
の
平
均
額
は
お
お

よ
そ
い
く
ら
と
推
定
し
て
い
る
か
。

六

こ
の
よ
う
な
「
天
引
き
増
税
」
の
影
響
を
も
加
味
し
た
場
合
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保

険
料
負
担
と
税
金
の
負
担
の
合
計
が
軽
減
さ
れ
る
世
帯
、
そ
し
て
、
軽
減
さ
れ
る
高
齢
者
個
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
％
く
ら
い

一



か
。
過
半
数
以
上
か
、
過
半
数
以
下
か
。

七

そ
も
そ
も
、
厚
労
省
の
保
険
料
の
増
減
の
推
計
自
体
が
、
偏
っ
た
モ
デ
ル
世
帯
に
よ
る
不
確
か
な
推
計
で
あ
る
。
よ
り
正

確
に
実
態
を
知
る
た
め
に
、
サ
ン
プ
ル
調
査
や
実
態
調
査
を
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

二


